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令和３年第３回羽村・瑞穂地区学校給食組合 

教 育 委 員 会 （ 定 例 会 ） 会 議 録 

 

 

日 時  令和３年６月２４日（木）午後１時３０分～午後１時５６分 

場 所  羽村・瑞穂地区第２学校給食センター会議室 

出席者の氏名  ５名 

教育長 桜沢 修、教育長職務代理者 鳥海 俊身、委員 塩田 真紀子、 

委員 永井 英義、委員 村上 豊子 

 

欠席者  なし 

 

傍聴者  なし 

 

出席した職員の職・氏名 

事務局長 石田 哲也、給食課長 友野 裕之、庶務係長 所 貴之、 

管理給食係長 瀧島 淳介 

 

組織市町教育委員会の出席者の職・氏名 

羽村市教育委員会生涯学習部参事 佐藤 晴美 

羽村市教育委員会生涯学習部教育課長 西尾 洋介 

瑞穂町教育委員会教育部学校教育課長 大澤 達哉 

 

議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 教育長報告 

日程第３ 令和３年度羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会委員の委嘱

について 

日程第４ 報告事項 

①令和３年度食育関係事業の推進について 

②令和３年度学校給食に関するポスターコンクールについて 

③組合議会議員の先進地視察について 
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会議経過 

〇教育長 皆様、こんにちは。ただいまの出席者は、５名です。定足数に達して

おりますので、これより令和３年第３回羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員

会（定例会）を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

〔日程第１〕 

○教育長 会議録署名委員の指名を行います。会議録署名委員は、「羽村・瑞穂 

地区学校給食組合教育委員会会議規則」第２７条第２項の規定により、教育長

において、永井英義委員を指名します。よろしくお願いします。 

〔日程第２〕 

○教育長 教育長報告を行います。 

「羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会行政組織規則」第４条に、教育長

に委任された事務のうち特に重要と認めたもの及び委員から報告を求められ

たものについて、教育委員会へ報告しなければならないの規定に基づいて報告

させていただきます。 

今回は３点について報告をいたします。 

１点目は、給食費会計の公会計化の研究についてです。学校給食の給食費は

給食食材費を保護者負担として学校で収納し、給食組合に納入されるもので、

羽村・瑞穂地区学校給食組合では、組合予算とは別に私費会計として処理して

います。また、その管理は羽村・瑞穂地区学校給食センターで行っています。 

本年２月の羽村・瑞穂地区学校給食組合議会（定例会）において、給食費の

公会計化について一般質問がありました。給食費の公会計化とは、給食費を地

方公共団体の予算に組み入れ、徴収管理を地方公共団体の業務として実施する

というもので、議会ではこれまで私費会計として扱ってきたので、公会計化の

研究はしてきませんでしたが、文部科学省では公会計化の推進に関するガイド

ラインをだすなど近年公会計化の動きも出てきています。そうしたことを背景

に、今後学校給食組合教育委員会において研究していくと答弁をさせていただ

きました。羽村・瑞穂地区学校給食組合は、地方自治法上の一部事務組合であ

り、単独自治体の会計処理とは異なること、また学校が収納に関与しなくなる

ということで、児童・生徒や保護者の個人情報の扱いなど課題が多いものと捉

えています。 

議会で答弁いたしましたとおり今後給食組合事務局で、公会計化の在り方や

手法、費用対効果など導入の可否も含め、研究をしていくとしましたので報告
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をさせていただきます。今後研究等に入っていきたいと考えているところです。 

２点目です。学校給食の栄養価に関する報告です。給食費は平成２８年に給

食費を現在の額に改定した時に野菜をはじめ食材が高騰していたこと長くに

わたり改定がされていなかったことなどから、当該給食費で基準となる栄養価

を摂取するだけの食材を購入できるかなどの検証を行って、改定した経緯があ

ります。その給食費の改定を実施した際には、付帯意見として、給食費と栄養

価のバランスを考慮するよう毎年検証するということとなりました。栄養価に

ついて、本来令和２年度が臨時休業であったり、分散登校に伴う変則的な給食

であったことから、令和３年度の栄養摂取基準との比較を基にして、令和３年

度において平成３１年度の献立と同程度の献立になることを想定した中で、食

材の価格の動向などの観点から検討したところ、現給食費において必要な栄養

価の食材を調達していくことが可能との判断をいたしました。なお今後献立内

容、栄養摂取基準との比較、食材の価格の動向などを総合的に検証して参りま

す。 

お手元に先ほどの公会計化についての国のガイドライン等の資料をつけさ

せていただきました。また、栄養については、小中学校の比較表について出さ

せていただきました。詳しい内容については、後ほどご覧いただきたいと思い

ます。 

その中で本来であれば、令和元年度の実績、それから今年度令和３年度どの

ようなかたちで推移しているかという推計をおしめししていくことが必要か

なとは思ったのですけれども、先ほど説明させていただきましたようなかたち

で平成３１年度の実績と栄養摂取基準との比較とさせていただいております。 

この２点については、資料のほうを各自ご覧いただきながら、もし質問等が

あればしていただければと思います。 

３点目です。牛乳パックの処理についてです。 

牛乳パックの処理については、実際に見ていただいた経緯もありますけれど

も、破砕処理機を導入して牛乳パックを処理していくような対応してまいりま

した。 

処理については順調に行われています。また、処理経費につきましても、無

償での契約が取り交わされていることを報告させていただきます。 

以上で、私からの口頭での報告とさせていただきます。なにか質問等がござ

いましたら。 

 

○塩田委員 教育長。 

 

○教育長 塩田委員。 
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○塩田委員 中学校のほうをみていると、カルシウムのマイナスの値が他のとこ

ろと比べて著しくというか、数が、数字が大きいような気がするんですけれど

も、これの原因というか理由というか、思い当たるところがあれば教えていた

だきたい。 

 

○事務局長 教育長。事務局長です。 

 

○教育長 事務局長。 

 

○事務局長 確かに今ご指摘いただきましたとおりエネルギー、たんぱく質、脂

質、マグネシウムとかずっと中身を見ていく中で、ここの比較のところで赤字

になっているところが足りないというふうになっていて、特に摂取の比較、比

率というところで、本来カルシウムにつきましては 450mg 必要なところが、羽

村・瑞穂地区については 382.58 ということで、この行とすれば-67.42、率的に

は足りないというかたちになっております。 

この原因なんですが、栄養士が毎回献立をたてているなかで、具体的にど

ういうかたちなら増えていくのかというかたちになってくるかというと、こ

れはなかなか難しいところで、例えば見ていただきますと東京都の 30 年度の

平均は 384、市部については 378、羽村・瑞穂については 382 ということで、

同じように都全体ですとか市部についても摂取量 450 の基準からいえば少な

くなっているんですね。羽村・瑞穂地区だけが少ないというわけではないの

で、特に原因というのは栄養士から報告は受けていないのですが、今後は少

しずつ例えば目標値に近づけていくようなかたちにはしていかなくてはいけ

ないと思っておりますけど、同じようなかたちで推移すると問題があると。

戻って栄養士と相談させていただいて、できるだけ少しずつでも目標値に近

づけるように改善してまいります。特に原因については分析していませんの

で申し訳ございません。 

 

○教育長 カルシウムについては、パーセント的にも 81.22％、充足率がね。

で、逆に脂質が 108.9 とか、亜鉛とかが 100 を超えているなかで、カルシウ

ムというと成長期の子どもたちには必要なのかなと単純に思いますので、そ

の辺について改善を図るということならば栄養士のほうと調整していただい

て、令和３年度から。それが摂取に必要な食材を購入するという点で厳しい

という話であるならば、改定が必要なのかなとも思いますし、改善を図って

いただければと思います。 

塩田委員からほかに何か。今の件について、また説明に対して、ご意見あ

りますか。 
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○塩田委員 基準を設けてあって、栄養士さんたちが色々な気配りをしてくださ

って献立を考えても、それを子どもたちが残さず食べているかというと、そう

じゃないと思うので、この数字だけで一喜一憂する必要はないのかなと思うの

ですけれども、コロナ禍ということで、子どもたちの精神状態や色々と不安定

になっていたりだとかということを考えると、今の時期特に、カルシウムが精

神を安定させるというようなことも聞いてますので、なんかカルシウムって今

すごく大事なんじゃないかなということを考えていたもので、なんか数字が目

にこう、目立ったかなあと私は思ってしまったんですけれども。 

 

○教育長 事務局長。 

 

○事務局長 今ご指摘いただきましたとおり、戻りまして栄養士と相談させてい

ただいて対処していきたいと思います。 

 

○教育長 鳥海委員。 

 

○鳥海委員 確かに足りないということになっているんですけれども、都と市部

と羽村・瑞穂ほとんど 380 前後で同じということは、基準ができた時に比べて、

今の実情はそうじゃないよっていうそんな原因があるかもしれないよね。 

カルシウムが多く含まれている、摂取する給食にでるものって牛乳なのかも

しれない。牛乳の成分が昔と違ってきているとか、カルシウムが少なくなてい

るとか、そんなところも含めて原因を示していただきたい。 

 

○事務局長 今鳥海委員からご指摘の牛乳につきましては、以前は牛乳ビンでい

って、牛乳パックに変えさせていただいてから、中学生は特に戻る本数が多か

ったのですが、本数自体がすごく減ってきていて戻ってくるのが。ですから中

学生に関しては以前よりは牛乳は飲むようにはなっていると思いますが、成分

とかについては変わってないないとは思うんですけれども、その点も含めて確

認させていただきます。 

 

○教育長 昨年の４月５月に関しては数字はでないと思うんですけれども、ここ

での４月５月６月っていうのは通常の給食を出しているもので、この表の上に

あるように各月で充足率をだしているのであれば、その辺の数値も確認しても

らって、カルシウムについても 83.11 とか、中には 70％台もありますので、そ

の辺のところもよく見てもらって後期につなげられるようなかたちでお願い

したいと思います。ほかにご意見ご質問ありますか。よろしいでしょうか。 

公会計化についてはずいぶんと厚い資料を配らせていただきましたので、ま

たご覧いただければと思います。今回は研究を始めますということの報告でし

たので、よろしくお願いします。 
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以上で、教育長報告を終了させていただきます。次に移らせていただきま

す。 

 

〔日程第３〕 

○教育長 議案第２号、令和３年度羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会

委員の委嘱についてを議題といたします。事務局より提案理由の説明を求めま

す。 

〇事務局長 教育長。事務局長です。 

○教育長 事務局長。 

〇事務局長 議案第２号、令和３年度羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議

会委員の委嘱についてご説明いたします。 

本案は、「羽村・瑞穂地区学校給食センター運営審議会条例」に基づき、羽村

市、瑞穂町の教育委員会及び小・中学校長より、令和３年度羽村・瑞穂地区学

校給食センター運営審議会委員として、別紙のとおり推薦をいただきました

方々２３名を運営審議会委員として委嘱するものであり、「羽村・瑞穂地区学校

給食組合教育委員会行政組織規則」第２条第７号の規定に基づき、提案をする

ものであります。 

審議会委員の内訳は、条例第３条に基づく羽村市立又は瑞穂町立の小中学校

長４人、羽村市立又は瑞穂町立の小中学校のＰＴＡの代表者１７人、知識経験

者として、羽村市教育委員会からは民生・児童委員の方を、瑞穂町教育委員会

からは社会教育委員の方をご推薦いただいております。 

なお、審議会委員の任期は、令和３年７月１日から令和４年６月３０日まで

の１年間となります。 

よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○教育長 以上で説明が終わりました。これより質疑を行います。何か質疑ござ

いますか。 

（質疑なし） 

○教育長 特に質疑ないようですので、これで質疑を終了します。 

お諮りします。議案第２号、令和３年度羽村・瑞穂地区学校給食センター運

営審議会委員の委嘱についてを原案のとおり決定することにご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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ご異議ないものと認め、原案のとおり決定いたしました。 

〔日程第４〕 

○教育長 報告事項①「令和３年度食育関係事業の推進について」事務局からの

説明を求めます。 

〇給食課長 教育長。給食課長です。 

○教育長 給食課長。 

〇給食課長 報告事項①「令和３年度食育関係事業の推進について」を報告いた

します。 

お手元に配付いたしました報告資料１「令和３年度羽村・瑞穂地区学校給食

センター食育関係事業の推進」をご覧ください。 

本年度も、令和３年度の食育関係事業の推進にあたり、表面から裏面にかけ

て、太字で記載の「１学校給食に関する情報提供」「２食育推進事業の実施」裏

面になりますが「３食育推進のための学校との連携」この３項目を推進の基本

として位置づけ、それぞれの項目の実施事業欄に記載いたしました事業を行っ

てまいります。 

内容につきましては、後ほどお目通し願います。以上で報告を終わります。 

〇教育長 以上で、説明が終わりました。この件に関しまして、何かご質問、ご

意見等ございますか。 

（質疑なし） 

〇教育長 特にないようですので、次に移らせていただきます。 

次に報告事項②「令和３年度学校給食に関するポスターコンクールについて」

事務局からの説明を求めます。 

〇給食課長 教育長。給食課長です。 

○教育長 給食課長。 

〇給食課長 報告事項②「令和３年度学校給食に関するポスターコンクールにつ

いて」報告いたします。 

報告資料２「令和３年度学校給食に関するポスターコンクール実施要項」を

ご覧ください。 

この事業は、当センターの食育関係事業の中でも主要な事業であり、毎年、

各学校のご協力により、多くの児童・生徒から応募をいただいております。 

本日、要項とあわせまして小学生向けと中学生向けの作品募集チラシ、オレ
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ンジ色のものになりますが、配付させていただいております。この事業につき

ましては、６月４日（金）に瑞穂町の校長連絡会、６月８日（火）に羽村市の

校長会において説明し、ご協力をお願いいたしました。 

事業内容ですが、基本的には昨年と同様となりますが、募集期間は、７月中

旬から９月２日までといたします。募集していただきました作品に対して、９

月中に審査会を開催して最優秀賞４作品、優秀賞４作品、入選２０作品程度を

決定し、１０月２２日（金）になりますが、表彰式を行う予定です。 

その後、最優秀作品につきまして、給食配送車に掲示するほか、入選作品に

つきましては、羽村市生涯学習センターゆとろぎ、瑞穂町郷土資料館けやき館

で原画の展示を予定しております。 

また、入選者及び作品につきましては、給食だよりや羽村市・瑞穂町の広報

等によりお知らせいたします。報告事項②については、以上で報告を終わりま

す。 

〇教育長 以上で、「令和３年度学校給食に関するポスターコンクールについて」

の説明が終わりました。何かご質問はございますでしょうか。 

（質疑なし） 

〇教育長 特にないようですので、次に移らせていただきます。 

報告事項③「組合議会議員の先進地視察について」事務局からの説明を求め

ます。 

〇給食課長 教育長。給食課長です。 

○教育長 給食課長。 

〇給食課長 報告事項③「組合議会議員の先進地視察について」報告いたします。

こちらは口頭での報告となります。 

本年度令和３年度は、２年に１回実施しております組合議会議員の先進地視

察の年でございます。 

視察については、組合教育委員会教育長、教育長職務代理者並びに教育委員

の皆様にも、毎回ご同席いただいております。今年度の視察についてですが、

５月２６日に開催された組合議会臨時会終了後の議員全員協議会で組合議員

の皆様にお諮りした結果、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえまして、視

察する施設の受入態勢やバス等での移動に伴う感染防止体制などを考えると、

現時点では今年度の実施は難しいとの結論に至りました。 

したがいまして、今年度の実施は中止といたします。今後、来年度視察に向

け、時期や訪問先を検討してまいりたいと思います。 
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ある程度の方向性が決まりましたら、再度ご報告したいと考えておりますの

で、よろしくお願いします。報告事項③は以上で終わります。 

〇教育長 以上で、説明が終わりました。何か質問、ご意見はありますか。 

（質疑なし） 

〇教育長 以上で、「組合議会議員の先進地視察について」の報告を終了させてい

ただきます。 

以上をもちまして、本日の日程はすべて終了いたしました。 

これにて、令和３年第３回羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会（定例会）

を閉会いたします。大変ご苦労さまでした。 

 

 

以上、会議の経過（概要）を記載し、その相違のないことを証するために、   

ここに署名いたします。 

 

令和３年６月２４日 

 

羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会 

教 育 長 

 

羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会 

委 員 

 

 


